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Secure On-demand Applicationサービス利用規約 【現改比較表】 2022年3月24日現在 

～2022年3月23日 2022年3月24日～ 

 

 

目次 

（略） 

目次 

（略） 

第１条～4条（略） 

（定義） 

第5条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用

します。 

第１条～4条（略） 

（定義） 

第5条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用し

ます。 

２９ SOASアクセス回線 

SOAS の提供に必要となる当社の電気通信サービスであって、当社

が別に定めるアプリケーションサービス利用規約及び料金表に規定

するASP接続サービス及び統合VPNサービス、Universal Oneサービス

契約約款及び料金表に規定するUniversal Oneサービス。ただし、当社

が別に指定する場合はインターネット接続サービスとする。 

２９ SOASアクセス回線 

SOAS の提供に必要となる当社の電気通信サービスであって、当社

が別に定めるSmart Data Platformサービス利用規約に規定するSmart 

Data Platformサービス(そのカテゴリーがネットワークに係るものに限

ります。以下、「SDPFサービス(ネットワーク)」といいます。)。ただし、当

社が別に指定する場合はインターネット接続サービスとする。 

第6条～47条（略） 第6条～47条（略） 

第１表 料金 

第１ 利用料金 

１－１ 適用(略) 

第１表 料金 

第１ 利用料金 

１－１ 適用(略) 

１－２ 料金額 

（４）カテゴリー４に係る料金額 

(４)-１カテゴリー４にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、

SOAS 利用契約者が具体的に利用できるサービスの詳細については

協力会社が別に定めるものとします。 

備考 

1．1 契約にあたり利用可能な SOAS アクセス回線は、

Universal One サービス 1 代表契約とします。但し、当社

が SOAS 契約単位で個別に許可する場合はその限りでは

ありません。 

2．SOAS 利用サービス契約グループで利用可能な帯域は、

100Mbps ベストエフォート（品目に係る符号伝送速度によ

る通信を確保しないもの）となります。 

3. 各品目は協力会社の提供内容に基づくものとします。 
 

１－２ 料金額 

（４）カテゴリー４に係る料金額 

(４)-１カテゴリー４にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、

SOAS 利用契約者が具体的に利用できるサービスの詳細については

協力会社が別に定めるものとします。 

備考 

1．1 契約にあたり利用可能な SOAS アクセス回線は、SDPF

サービス(ネットワーク)1FIC-Connection 契約とします。

但し、当社が SOAS 契約単位で個別に許可する場合はその

限りではありません。 

2．SOAS 利用サービス契約グループで利用可能な帯域は、

100Mbps ベストエフォート（品目に係る符号伝送速度によ

る通信を確保しないもの）となります。 

3. 各品目は協力会社の提供内容に基づくものとします。 
 

（５）カテゴリー５に係る料金額 

備考 

1．カテゴリー５には最低契約数があり、30SOAS サービス

利用権となります。ただし、当社が SOAS 契約単位で個別

に指定する場合その限りではありません。 

2．1 契約にあたり利用可能な SOAS アクセス回線は、

Universal One サービス 1 代表契約とします。但し、当社

が SOAS 契約単位で個別に指定する場合はその限りではあ

りません。 

3．SOAS 利用サービス契約グループで利用可能な帯域は、

100Mbps ベストエフォート（品目に係る符号伝送速度によ

る通信を確保しないもの）となります。 

4. カテゴリー５の契約は、カテゴリ－５基本料＋VPN-GW 

for Salesforce となります。 

※カテゴリー５基本料は、平成 30 年 8 月 1 日以降に利用

申込があった SOAS 利用契約に対してのみ適用します。 
 

（５）カテゴリー５に係る料金額 

備考 

1．カテゴリー５には最低契約数があり、30SOAS サービス

利用権となります。ただし、当社が SOAS 契約単位で個別

に指定する場合その限りではありません。 

2．1 契約にあたり利用可能な SOAS アクセス回線は、SDPF

サービス(ネットワーク)1FIC-Connection 契約とします。

但し、当社が SOAS 契約単位で個別に指定する場合はその

限りではありません。 

3．SOAS 利用サービス契約グループで利用可能な帯域は、

100Mbps ベストエフォート（品目に係る符号伝送速度によ

る通信を確保しないもの）となります。 

4. カテゴリー５の契約は、カテゴリ－５基本料＋VPN-GW 

for Salesforce となります。 

※カテゴリー５基本料は、平成 30 年 8 月 1 日以降に利用

申込があった SOAS 利用契約に対してのみ適用します。 
 

 附則（2022 年 3 月 22 日 APS2 サ 00898070 号） 

（実施期日） 

 この改正規約は、2022年3月24日より実施します。 

  

 

  


